
役場から口座へお支払い 

※病院に行く際は交付決定通知書、補助金請求書（様式第３号）をご持参ください

※補助金の交付が決定した場合、役場から交付決定通知書を送付します

※振込は基本的に申請月の翌月２５日以降になります

小竹町飼い主のいないねこ不妊去勢手術費補助事業

※活動調書、猫の写真を添付してください

※通帳１ページ目の写し（表紙を一枚めくったページ）を添付してください

交付申請書（様式第１号）の提出

交付決定通知書（様式第２号）の送付

補助金請求書（様式第３号）の提出

不妊去勢手術の実施

交付決定通知書が届いた後で

申請の流れ
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